
 

 令和 7 年度４月採用 佐伯市教育委員会会計年度任用職員募集要項  
 

令和 7 年度に佐伯市教育委員会において業務補助等を行う会計年度任用職員の採用試験
を実施します。 

なお、応募にあたっては、各職種の職務内容、時間・日数等の勤務条件の詳細を職種ごと
に記載している別紙「佐伯市教育委員会会計年度任用職員の職務内容及び勤務条件につい
て」を必ず確認してください。 
 
１ 募集内容概要 
  ※報酬の額は、年齢や経験年数に応じて、採用決定後に決まります。 
   また、給与改定等により今後変更となる可能性があります。 
  【学校教育関係】 

職種 予定人数 勤務場所 報酬日額 

幼稚園講師 若干名 市内幼稚園 8,120 円〜9,290 円 

   
２ 勤務条件等 
  〇任用予定期間  令和 7 年４月１日〜令和 8 年３月 31 日 
            ※新規の任用・再度の任用に関わらず、任用後１か月間は、条件

付採用期間（試用期間）となります。 
             また、この期間は延長されることがあります。 
  〇手当       
 
 
 
 
 
 
 
 

〇休暇制度    勤務形態に応じ、有給休暇、無給休暇が取得できます。 
  〇駐車場     幼稚園の敷地内に駐車できます。 
  〇社会保険    勤務形態に応じ、法定の社会保険に加入します。 
           市町村共済短期（健康保険に相当）、厚生年金保険、雇用保険、労

働保険 

通勤手当 
通勤距離が２km 以上の場合に支給されます。
（上限あり） 

時間外勤務手当 
時間外勤務は原則ありませんが、発生する場合
は時間外勤務手当が支給されます。 

期末手当及び勤
勉手当 

任用期間、勤務時間、年間勤務日数などに応じ、
６月と 12 月に期末手当及び勤勉手当が支給さ
れる場合があります。 



 

 〇その他     勤務地、施設の希望は申込書にて記入していただけますが、必ず
しも希望する場所に配属されるとは限りません。 

３ 受験資格 
職種 受験資格等 

幼稚園講師 
幼稚園教諭一種免許又は二種免許を有する者 
（任用開始までに取得・更新見込の者を含む） 

  ※上記免許を有していない方についても、サポート業務者を若干名募集しています 
ので、ご興味のある方はご相談ください。 

 
次のいずれかに該当する人は受験できません。 
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 
 ・佐伯市職員または佐伯市教育委員会職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日か

ら２年を経過しない者 
 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 
４ 申込方法 
 
・応募する職種の「令和 7 年度 佐伯市教育委員会 会計年度任用職員採用試験申込書」に

必要事項を記入し（写真貼付）、郵送又は直接申し込んでください。郵送の場合は、必ず
簡易書留で、封筒に「会計年度任用職員申込」と朱書してください。 

・申込書記入時の注意点があります。「採用試験申込書記載要領」を必ず確認してください。 
・資格要件のある職種に応募する方は、資格証明書、免許状等の写しを添付してください。 

また、職種ごとの別紙「会計年度任用職員の職務内容及び勤務条件について」に記載して
いる、保有していることが望ましい資格を有する方も資格証明書や免許状等の写しを添
付してください。運転免許証が資格要件の場合、裏面に記載がある方は裏面の写しも添付
してください。 

 
【受付期間】  令和 7 年 3 月 5 日（水）〜令和 7 年５月３０日（金） 

          ・郵送の場合 募集期間最終日必着 
          ・直接申込の場合 受付時間：８時 30 分〜17 時 
           ※平日の 12 時 15 分〜13 時及び土・日曜日・祝日は受付けません。 
           
 【申 込 先】  〒876-0853 佐伯市中村東町６番９号 
         佐伯市教育委員会 教育総務課総務企画係 



 

５ 採用試験 
   
 【日 時】試験は期間内に随時実施します。 

※実施日等については、お問い合わせください。 
 
 【場 所】佐伯市中村東町６番９号 佐伯教育市民ホール「まな美」 
 
 【内 容】面接 
      
 
６ 問い合わせ先 
 
  佐伯市教育委員会 教育総務課総務企画係（電話 0972-22-4070） 
 
７ その他 
 
（１）申込書に虚偽の記載が判明した場合、また任用日より前に非違行為を行ったことが判

明した場合は任用しないことがあります。 
（２）正規職員よりも短い勤務時間、少ない勤務日数の会計年度任用職員は、任用期間中は

地方公務員としての義務が課せられますが、営利企業への従事等の制限は対象外です。
ただし、兼業の内容によっては職務専念義務や信用失墜行為の禁止等に違反する可能
性がありますので、兼業を開始する又は兼業を行っている場合は、採用決定後に速や
かに届出を行っていただきますのでご了承ください。 

（３）添付書類、記載内容に不備がある場合には、受験できないことがあります。 
（４）定員に達した場合は募集を終了します。予めご了承ください。 


